
第５７回三重県新型コロナウイルス感染症対策本部 本部員会議 

 

事 項 書 

 

 令和４年３月１７日（木） 

16時 30分～16時 50分 

３階 プレゼンテーションルーム 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の県内発生状況等について 

２ 三重県「再拡大阻止重点期間」の延長について 

３ 新型コロナウイルス感染症対策本部体制について 

４ 各部からの報告事項 
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新型コロナウイルス感染症の

県内発生状況等について

資料１
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資料２ 

三重県「再拡大阻止重点期間」 
（令和４年３月１７日  期間延長、一部改訂） 

 

本県において、「まん延防止等重点措置」が３月６日をもって終了し、感染が再び

拡大することを防ぐため、３月２１日までを「再拡大阻止重点期間」として取組を行っ

てまいりました。 

この間も県民の皆様、事業者の皆様が感染防止対策をしっかりと実施いただいて

おり、新規感染者数や病床使用率は減少傾向が続いています。 

一方で、依然として多数の感染者が発生しており、第５波と比較すると、減少は緩

やかなものとなっています。また、これまでの状況を振り返ると、３月下旬から４月に

かけては、一昨年の第１波、昨年の第４波において感染が拡大しています。この時期

は人の移動が活発化するとともに、人が集まる機会が増えることから感染リスクが高

くなると考えられます。 

様々な活動が始まる新年度に向けて、ここで、しっかりと感染を抑え込むため、 

「再拡大阻止重点期間」を令和４年４月３日（日）まで延長 
いたします。県民の皆様、事業者の皆様に感染防止対策の徹底をお願いいたします。 
 
  これからの時期は、歓送迎会など飲食の機会も増加します。こうした飲食の場面

は感染リスクが高く、年末年始や成人式等の際には飲食の場で感染が多数発生し

ました。一方で、飲食の場面であってもしっかりと対策をとることでリスクを下げること

が可能です。引き続き、マスク会食の徹底、会食は少人数・短時間とするなど感染防

止対策の徹底をお願いします。 

  また、感染者は若い世代も含め各世代で発生する一方、高齢の方は入院や重症

化のリスクが高く、入院される方のほとんどが高齢の方となっています。仮に感染し

たとしても、入院や重症化を防ぐためには、３回目のワクチン接種が有効です。高齢

の方をはじめ、社会全体で感染拡大を防止していくためにも接種対象となる方は積

極的に３回目接種の機会を活用していただくようお願いいたします。 

 

県としても、ワクチン接種の促進をはじめ、感染拡大防止と社会経済活動の回復

に向けた取組を行ってまいりますので、県民の皆様、事業者の皆様におかれましても、

感染再拡大を防ぐため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
令和４年 ３月１７日      
三重県知事  一見 勝之   
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１．飲食の場面について 
 
＜県民の皆様へ＞ 

・「マスク会食」、「黙食」の徹底をお願いします。 

・同一グループの同一テーブルでの会食はできるだけ４人以下で行っていた

だくようお願いします。（介助や介護などが必要な場合や同居家族を除く） 

・会食は短時間（２時間以内を目安）としていただくようお願いします。 

・会食は、できるだけ同居家族やいつも一緒にいる人と行うようお願いしま

す。 

・花見での宴会等、屋外であっても大人数・長時間となる飲食は避けてくださ

い。 

・「みえ安心おもてなし施設認証制度『あんしん みえリア』」認証店の利用を

お願いします。 

 

＜事業者の皆様へ＞ 

・飲食店においては、同一グループ同一テーブルへの案内はできるだけ４人以

下としていただくようお願いします。（介助や介護などが必要な場合や同居家族を

除く） 

・飲食店においては、利用者に対し「マスク会食」、「黙食」の実践についてご

案内いただくようお願いいたします。 

・感染防止対策を徹底していただくとともに、「みえ安心おもてなし施設認証

制度『あんしん みえリア』」への登録をお願いします。 

 

年度の切り替わりにあたり、歓送迎会などの懇親会や花見での宴会など大人数

や長時間となりやすい飲食を行うことが増える時期となります。こうした場面は、気が

緩み、マスクを外す、大声となることにより感染リスクが高まります。 

少人数、短時間で感染防止対策がしっかりと取られている店舗（「あんしん みえ

リア」認証店）をご利用いただき、マスク会食・黙食の実践など感染防止対策を徹底

し、感染リスクを低減させたうえで、会食を楽しんでいただくようお願いします。 

飲食店の皆様には、感染防止対策の徹底をお願いするとともに、県民の皆様にお

かれましても、各店舗で実施される対策へのご協力をお願いいたします。 
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２．高齢者の感染増加に伴う感染防止対策について 

＜県民の皆様へ＞ 

・入院や重症化リスクの高い高齢の方の感染を防ぐため、高齢者ご本人をは

じめ、ご家族や周囲の方も含め、新型コロナウイルスワクチン３回目接種

の機会を積極的に活用していただくようお願いします。 

・普段会わない高齢者や基礎疾患をお持ちの高齢者と会う際には、マスク着用

など基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

＜事業者の皆様へ＞ 

・高齢者施設においては、改めてマスク着用の徹底、体調不良の場合は出勤を

控えていただくなどの対策の徹底をお願いします。 

 

第６波においては、新型コロナウイルスにより入院されている方の多くが 60 代以

上の高齢の方となりました。 

高齢の方は基礎疾患があることも多く、感染により症状が重症化する可能性があ

ります。ご本人のみならず、周囲の方も含め社会全体で感染拡大を防ぎ、命を守る

ため、ワクチン接種機会の活用や、感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

 

 
３．家庭内感染増加に伴う感染防止対策について 

＜県民の皆様へ＞ 

・体調に少しでも異変がある場合は、外出を控え、家庭内でもマスクの着用や

別室で過ごすといった対策をお願いします。併せて、早期にかかりつけ医等

身近な医療機関に相談をお願いします。 

・外出時には、「密」となる場所を避け、マスクの正しい着用、手指消毒・手

洗いなど基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

感染経路が推定できる事例のうち、半数以上が家庭内での感染となっています。

まずは、家庭内にウイルスを「持ち込まない」ことが重要です。外出する際は、混雑す

る場所や時間、密集・密接・密閉の一つでも当てはまるような場面を避け、基本的な

感染防止対策の徹底をお願いします。 

また、家庭内で「広げない」ために、室内の換気などを行っていただくとともに、発

熱をはじめ、咳などの軽いものであっても症状がある場合は、家庭内においても対策

を行い、早期に身近な医療機関への相談をお願いします。 
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【新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口】 
 

◆発熱等の症状がある方の相談窓口 
 （１）まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に、電話でご相談ください。 

 （２）相談する医療機関に迷う場合は、受診・相談センターへご相談ください。 

 

＜受診・相談センター＞ 

受診・相談センターでも受診できる医療機関を紹介しています。 

９時から２１時まで（土曜日・日曜日・祝日を含む） 

 

２１時から翌９時までは、 

三重県救急医療情報センター（０５９－２２９－１１９９）にお問い合わせください。 

※電話での相談が難しい場合は、メール（covidan@pref.mie.lg.jp)または 

FAX(059-224-2558) でご相談ください 。 

 

◆新型コロナウイルスに関する一般的な相談 
   三重県医療保健部感染症対策課 ０５９-２２４-２３３９（専用回線） 

   国（厚生労働省）  フリーダイヤル  ０１２０-５６５６５３ 

 

◆ワクチン接種に関する相談 
・みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン 

    ０５９-２２４-２８２５ 

      ※９時から２１時まで（土曜日・日曜日・祝日を含む） 

      ※電話での相談が難しい場合は、メール（vaccine@pref.mie.lg.jp) 

        または FAX(059-224-2344) でご相談ください。 

・夜間窓口 

    ０５０-３１８５-７９４７ (AI音声技術による自動応答) 

       ※21時から翌 9時まで（土曜日・日曜日・祝日を含む） 

   

・新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口 

    ０５９－２２４－３３２６ 

      ※２４時間対応（夜間、土曜日、日曜日、祝日を含む）  

      ※対応言語（日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語） 

 

桑名保健所 松阪保健所 尾鷲保健所 

０５９４－２４－３６１９ ０５９８－５０－０５１８ ０５９７－２３－３４５６ 

鈴鹿保健所 伊勢保健所 熊野保健所 

０５９－３９２－５０１０ ０５９６－２７－５１４０ ０５９７－８９－６１６１ 

津保健所 伊賀保健所 四日市市保健所 

０５９－２２３－５３４５ ０５９５－２４－８０５０ ０５９－３５２－０５９４ 
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③相談窓口 

・県民の皆さんが安心してワクチンを接種できるよう、 引き続き、新型コロナ

ウイルスワクチンポータルサイト等で情報発信するとともに、ワクチン接種に

関する相談窓口を開設しています。 

「みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン」 

    電話 059-224-2825  午前９時～午後９時 

電話 050-3185-7947  午後９時～翌午前９時（ＡＩ音声技術による自動応答） 

「みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル」（多言語対応） 

電話 080-3123-9173  午前９時～午後５時（月曜～金曜、日曜）※祝日除く 

 

（４）医療提供体制 

①入院医療 

・必要な方が確実に入院できるよう、緊急的な病床確保を新型コロナウイルス感

染症患者受入病院に依頼し、重症者用病床 52床を含め、524床の病床を確保し

ており、３月末までこの緊急的な体制を維持します。４月以降については、病

床使用率の減少傾向が継続する場合、通常の体制における最大確保病床数の

457 床で対応します。また、患者の状況等に応じて宿泊療養、自宅療養も併用

した療養体制で対応するとともに、受入病床の増床に向けて可能な限り医療機

関との調整を継続します。 

②臨時応急処置施設 

・1月 20日から稼働中の津市内の臨時応急処置施設については、病床使用率が減

少傾向等にあることから、３月 22日から一旦稼働を休止します。なお、今後、

感染状況に変化に応じ、再度稼働します。 

③宿泊療養施設 

・宿泊療養施設について、５施設 665室を確保し、中等症Ⅰ患者または重症化リ

スクの高い患者など健康観察の優先度が高い患者を中心に受け入れるととも

に、経口薬の投与体制を整備しています。 

④自宅療養 

・医師会等の協力のもと、オンライン診療、電話診療、往診等により自宅療養者

等に必要な医療を提供しています。 

（３月 16日現在：398医療機関、73訪問看護事業所、442薬局） 

・貸与用パルスオキシメーター（計 22,450 個）を確保するとともに、市町や関

係団体と連携し、患者の症状にも対応した食事や衛生用品を提供します。また、

その配送体制を強化します。 
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（５）感染拡大防止対策 

①要請の遵守状況の確認・指導 

・飲食店への営業時間短縮要請に伴い、政府基本的対処方針に基づき、警察とも

連携しながら、要請区域内の対象店舗に対し要請の遵守状況の確認のための見

回り、働きかけを実施しました。 

 ○遵守率 99.2％（9,643店舗／9,720店舗（県内全域）） 

・営業時間短縮要請に応じていただいていない店舗に対し、特措法に基づき、警

察とも連携しながら、要請に応じていただけるよう指導を実施しました。 

・指導のうえ要請に応じていただけない店舗については、感染拡大防止のため、

特措法に基づき、個別要請、命令を行いました。 

 ○個別要請 67店舗 （２月１日 42店舗、３月２日 25店舗） 

 ○命令   40店舗 （２月 22日） 

②高齢者施設の感染防止対策 

・高齢者施設では、ブレイクスルー感染によるクラスターが多数発生しているこ

とから、職員等の体調管理や 1ケアごとのアルコール消毒の徹底など具体例を

示しつつ、通知により感染防止対策の再徹底を求めました。 

・定員が多く大規模感染につながることが懸念される施設を集中的に訪問し、施

設内での感染防止対策の徹底を求めました。（２月 10日から３月４日にかけて

158施設を訪問） 

③外国人住民への周知・啓発及び多言語支援 

・言葉の壁等により情報が届きにくい外国人住民の方々に対しては、情報がしっ

かりと伝わるよう、多文化共生に関わる県内 11 の市民団体にホームページや

ＳＮＳでの情報発信を依頼するほか、市町と情報共有を図り注意喚起に取り組

んでいます。引き続き市民団体等と連携し、団体が持つ知見やネットワークを

活用して啓発を実施します。 

・みえ外国人相談サポートセンター（ＭｉｅＣｏ）において、多言語で相談対応

を行うとともに、適切な情報提供を行っています。 

・保健所へ迅速に通訳派遣を行うなど、感染者の不安解消や感染拡大防止に多言

語で対応しています。 

④障害福祉施設や保育所等の感染防止対策のための相談窓口の設置 

・障害福祉施設や保育所等において、適切な感染防止対策を行ったうえで、継続

的にサービスを提供するため、感染症の専門家等による感染防止対策等に関す

る相談窓口を設置し、各施設等からの相談に対応します。 

⑤県立学校における対応 

・マスクの着用、手洗いの励行、換気などの基本的な感染防止対策、毎日の検温、

発熱等体調不良の場合の自宅休養など健康管理について、引き続き徹底します。 

・児童生徒が近距離で行う学習や運動など、感染のリスクが高い教育活動につい
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ては、感染防止対策を十分に行ったうえで慎重に実施するとともに、登下校や

着替え、食事などの場面の切り替わりにおける感染防止対策についても、引き

続き注意喚起を徹底します。 

・部活動は、宿泊を伴わない活動とし、感染防止対策を行ったうえで実施するも

のとします。 

⑥地域のスポーツ活動における感染防止対策 

・スポーツ少年団など、複数の学校から児童生徒が参加するような地域スポーツ

の場面をきっかけとして感染が拡大しないよう、スポーツ少年団事業を統括す

る県スポーツ協会や市町地域スポーツ担当課を通じて、注意喚起を徹底してい

ます。 

 

（６）情報提供 

・三重県「再拡大阻止重点期間」における要請内容等について、県民、事業者の

皆様と一緒に取り組んでいくため、様々な媒体を活用し周知啓発します。 

・新聞、テレビ、ラジオにおける広告等 ・道路情報板等での掲示 

・県政だより、フリーペーパーへの掲載 ・ホームページ、ＳＮＳの活用 

・市町に対して、県の取組も参考にしていただき、様々な媒体を活用して要請内

容等を周知啓発いただくよう、協力を依頼しています。 

 

２ 事業者支援 

（１）営業時間短縮要請等の影響に対する支援等 

①飲食店時短要請等協力金 

  ・１月 21日（東紀州地域は１月 31日）から３月６日までを対象期間とする、第

６期の飲食店時短要請等協力金について、４月 15 日まで、郵送又は電子申請

による申請を受け付けています。申請のあった事業者に対して、迅速な支給に

努めます。 

 

「三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口」 

電話 059-224-2335  午前９時～午後５時（土日祝を除く） 

 

②雇用調整助成金等 

・雇用調整助成金について、本年３月末までとされていた特例措置が６月末まで

延長されたことから、必要とされる事業者に情報が行き届くよう、引き続き時

短要請等協力金の案内等に併せて周知を行います。 

 ・従業員の雇用維持に苦慮している事業者と労働力不足となっている事業者との

間での「雇用シェア（在籍型出向、兼業・副業など）」を県内で広く普及・浸透

させるため、今後も関係機関と連携して周知を図ります。 

 



5 

 

（２）みえ安心おもてなし施設認証制度「あんしん みえリア」の推進 

・県では、県民の皆様が安心して飲食店等を利用できるよう、現地確認を含めた

感染防止対策に関する認証制度「あんしん みえリア」を運用しています。認証

店舗数は３月 16日で 4,004店舗となりました。 

・県内の観光地を安心して訪れることができる環境整備を促進するため、観光事

業者版「あんしん みえリア」も運用しています。認証施設数は、３月 16日で

1,219施設となりました。 

・「あんしん みえリア」の専用ホームページでは、飲食店及び観光施設等の認証

制度を幅広くＰＲするため、各認証店舗・施設の感染防止対策を紹介しており、

市町別やジャンル別に検索いただくことが可能です。県民の皆様が安心して各

認証店舗・施設を利用できるよう、引き続き制度の周知を図ります。また、申

請のあった飲食店が速やかに認証を取得できるよう、今後も認証事務の可能な

限りの迅速化を進めるとともに、認証制度の信頼確保のため、認証店を訪問し、

認証基準の遵守状況の確認を実施していきます。 

 

（３）事業継続・業態転換への支援 

 ①三重県地域経済復活支援金 

・まん延防止等重点措置に伴う経済活動の停滞等による影響を受け、１月から３

月までの売上が減少した事業者に対する三重県地域経済復活支援金について、

６月 15日まで郵送又は電子申請により申請を受け付けています。 

＜三重県地域経済復活支援金の概要＞ 

 ・対象事業者：2022 年 1 月～3 月のいずれかの月の売上が、2019 年、2020

年、2021 年のいずれかの年の同月と比べて、30％以上減少し

ている事業者 

 ・支給上限額：中小法人 30万円、個人事業者 15万円 

 

 「三重県地域経済復活支援金相談窓口」 

電話 059-224-2838  午前９時～午後５時（土日祝を除く） 

 

  ・三重県地域経済復活支援金と併せて活用することができる、国の「事業復活支

援金」について、三重県地域経済復活支援金の案内に併せて周知を行います。 

 ＜事業復活支援金（経済産業省所管）の概要＞ 

   ・新型コロナの影響を受け、2021年 11月～2022年 3月のいずれかの月の売

上高が、2018 年 11 月～2021 年 3 月までの任意の同月の売上高に比べ、

50％以上又は 30～50％減少した事業者が対象 

   ・給付額上限は、法人が最大 250万円、個人事業者は最大 50万円 

 

   「事業復活支援金相談窓口（国）」 

    電話 0120-789-140  午前８時 30分～午後７時（土日祝含む全日） 
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②事業者におけるテレワークの推進 

・新型コロナウイルス感染症拡大の状況下において有効な働き方の一つであるテ

レワークの導入を推進するため、引き続き、テレワークの導入を検討している

企業へのアドバイザー派遣・テレワークに関する相談窓口を設置するとともに、

テレワーク導入ガイドを活用した入門研修や、導入をサポートする企業との交

流会を開催するなど、テレワークの導入に向けた環境づくりを進めます。なお、

事業の詳細については、４月以降に周知します。 

 

③新型コロナウイルス克服・地域経済活性化支援アドバイザー派遣 

・中小企業・小規模企業が感染拡大を防止しつつ経済活動を活性化していけるよ

う、感染防止対策、デジタル活用、事業継続・事業再構築などコロナ禍におけ

る事業継続力や経営力向上のために行うアドバイザー派遣事業を引き続き実

施することとし、来年度当初から実施できるよう準備を進めます。 

 

④生産性向上・業態転換支援補助金 

・中小企業・小規模企業の事業継続・発展を支援するため、企業自らがＤＸによ

る生産性向上や新たな日常に対応する業態転換等の経営計画を策定し、計画を

実現するための設備投資や施設改修等の取組に対して、引き続き補助を行うこ

ととし、来年度当初から実施できるよう準備を進めます。 

 

⑤三重県サプライチェーン強靱化促進緊急対策補助金 

・新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けるサプライチェーンの強靭

化の促進を図るため、県内企業の取組に対する補助について、来年度も実施す

ることとし、早期の開始に向けて準備を進めます。 

 

（４）経済活動の回復に向けた支援 

①ＥＣサイトの運営 

・県産品のＥＣサイトを通じた販売を支援するため、通販ポータルサイト「三重

のお宝マーケット」を運営します。また、プレゼントキャンペーンやＳＮＳ等

を活用したプロモーションなど、サイトおよび掲載品の訴求力を高める取組を

来年度も実施することとし、早期の開始に向けて準備を進めます。 

 

②旅行割引クーポンの発行 

・「みえ得トラベルクーポン」事業について、感染状況が落ち着き次第実施し、県 

内観光関連事業者の支援に取り組みます。 



令和4年4月1日から

・総合的な方針立案
・三重県緊急総合対策
・県民への協力要請
・本部員会議、幹事会の運営 等

・県民からの問い合わせ・相談
・報道機関を通じた関連情報の提供
・知事会見、県ホームページ 等

・感染対策に係る立案
・ワクチン接種体制構築の調整
・マスク等の調達、配布
・感染対策補助金等
・保健所業務の支援調整
・市町との連携調整
・組織・人事、予算 等

・疑似症・患者情報の収集
・保健所との連絡調整
陽性患者にかかる情報提供
クラスター発生時の保健所支援
・疑似症・患者情報、検査情報の分析
・検査体制の整備
・高齢者・障がい者施設等の社会的検査
・感染拡大傾向時の無料検査事業 等

・受入病院・病床の確保
・臨時応急処置施設の開設・運営
・医療機関への入院調整・転院調整
・医療人材確保の調整
・宿泊療養施設の開設
・宿泊療養施設の運営
・患者搬送の調整
・自宅療養体制の整備
・中和抗体薬、経口治療薬の調整
・保健所フォローアップセンターの支援 等

・新型コロナウイルス感染症にかかる人権問題
・学校における人権教育
・多言語による情報提供、相談 等

・中小企業・小規模企業支援
・観光、宿泊事業者支援
・交通事業者支援
・農林水産業者支援
・社会福祉施設等支援
・公共工事の一時中止等の対応 等

・県立学校の感染防止対策、休校措置
・公立小中学校・幼稚園の休校実施等支援
・児童生徒の支援(学習支援、ケア)
・私立学校の休校措置等の支援
・私立幼稚園等の感染防止対策 等
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